
 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

準用河川の土地占用料の額を改定するため、この条例を制定するものである。 

 

議案第１８５号 

 

川崎市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

 

川崎市都市公園条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

平成２８年１１月２８日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市都市公園条例の一部を改正する条例 

川崎市都市公園条例（昭和３２年川崎市条例第６号）の一部を次のように改

正する。 

第８条の２第３項の表中 

「  

駐車場                       

生田緑 

地 

普通自 

動車 

１台 

１回 

１時間まで 200円 

超過時間30分までごとに 100円 

中型自 

動車 

大型自 

動車 

１台 

１回 

１時間まで 500円 

超過時間30分までごとに 250円 

富士見 

公園 

普通自 

動車 

１台 

１回 
20分までごとに 100円 

中型自 

動車 

大型自 

動車 

１台 
１回 

20分までごとに 400円 

備考 普通自動車、中型自動車又は大型自動車とは、それぞれ道路交通

法（昭和３５年法律第１０５号）第３条に規定する普通自動車、中

型自動車又は大型自動車をいう。 

議案第１８５号



 

                                  」 

 を 

「 

駐車場                       

生田緑 

地 

普通自 

動車 

１台 

１回 

１時間まで 200円 

超過時間30分までごとに 100円 

準中型 

自動車 

中型自 

動車 

大型自 

動車 

１台 

１回 

１時間まで 500円 

超過時間30分までごとに 250円 

富士見 

公園 

普通自 

動車 

１台 

１回 
20分までごとに 100円 

準中型 

自動車 

中型自 

動車 

大型自 

動車 

１台 
１回 

20分までごとに 400円 

備考 普通自動車、準中型自動車、中型自動車又は大型自動車とは、そ

れぞれ道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第３条に規定する

普通自動車、準中型自動車、中型自動車又は大型自動車をいう。 

                                  」 

 に改める。 

第１７条第１項の表中「３７７円」を「４７０円」に、「３２５円」を「４

００円」に、「１６２円」を「１９０円」に、「４８７円」を「５８０円」に、

「１９５円」を「２３０円」に、「２６０円」を「３１０円」に、「５５２円」

を「６６０円」に、「１３０円」を「１６０円」に、「８４４円」を「１，０

１０円」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、第８条の２第３

項の表の改正規定は、同年３月１２日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に占用の許可を受け、かつ、占用料を納付している

場合にあっては、当該納付した占用料に係る占用の期間の当該許可に係る占

用料の額については、なお従前の例による。 

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

都市公園の占用料の額を改定し、及び道路交通法の一部改正に伴い駐車場の

利用料金の種別に準中型自動車を加えるため、この条例を制定するものである。 



 

                                  」 

 を 

「 

駐車場                       

生田緑 

地 

普通自 

動車 

１台 

１回 

１時間まで 200円 

超過時間30分までごとに 100円 

準中型 

自動車 

中型自 

動車 

大型自 

動車 

１台 

１回 

１時間まで 500円 

超過時間30分までごとに 250円 

富士見 

公園 

普通自 

動車 

１台 

１回 
20分までごとに 100円 

準中型 

自動車 

中型自 

動車 

大型自 

動車 

１台 
１回 

20分までごとに 400円 

備考 普通自動車、準中型自動車、中型自動車又は大型自動車とは、そ

れぞれ道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第３条に規定する

普通自動車、準中型自動車、中型自動車又は大型自動車をいう。 

                                  」 

 に改める。 

第１７条第１項の表中「３７７円」を「４７０円」に、「３２５円」を「４

００円」に、「１６２円」を「１９０円」に、「４８７円」を「５８０円」に、

「１９５円」を「２３０円」に、「２６０円」を「３１０円」に、「５５２円」

を「６６０円」に、「１３０円」を「１６０円」に、「８４４円」を「１，０

１０円」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、第８条の２第３

項の表の改正規定は、同年３月１２日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に占用の許可を受け、かつ、占用料を納付している

場合にあっては、当該納付した占用料に係る占用の期間の当該許可に係る占

用料の額については、なお従前の例による。 

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

都市公園の占用料の額を改定し、及び道路交通法の一部改正に伴い駐車場の

利用料金の種別に準中型自動車を加えるため、この条例を制定するものである。 


